
○大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則

平成十七年九月三十日

大分県規則第百十四号

大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則をここに公布する。

大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条　この規則は、大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例(平成十七年大分県条例第四十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。

(用語)

第二条　この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(産業廃棄物処理施設の設置に係る事前協議)

第三条　条例第五条第一項の規定による産業廃棄物処理施設の設置に係る協議は、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物処理施設等設置事前協議書(第一号様式)によ

り行わなければならない。

一　許可申請予定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二　産業廃棄物処理施設の設置の場所

三　産業廃棄物処理施設の種類

四　産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類及び受入れ対象地域

五　産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

六　産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画

七　産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

八　産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、災害防止のための計画

九　産業廃棄物処理施設の設置の場所における土地利用の規制等に関する法令等の対応状況

2　前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一　当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書

二　最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

三　最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあっては、処理工程図

四　当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図

五　当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

六　許可申請予定者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書

七　許可申請予定者が個人である場合には、資産に関する調書

八　許可申請予定者が法人である場合には、登記事項証明書

九　許可申請予定者が個人である場合には、住民票の写し。ただし、当該許可申請予定者が県内の市町村の住民基本台帳に記録されている場合は、当該住民票の写

しの添付を省略することができる。

十　許可申請予定者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し

十一　当該産業廃棄物処理施設の敷地の使用権原を証する書類

十二　産業廃棄物処理施設の周辺地域の利水状況、土地利用状況、公共施設等の状況を記載した書類及び産業廃棄物処理施設の設置に伴う周辺地域の生活環境に及

ぼす影響についての調査項目を記載した書類

十三　最終処分場にあっては、供用開始から埋立処分終了までの間の県外からの産業廃棄物の受入量及び県内からの産業廃棄物の受入量の予定を記載した書類並び

にその予定により安定的に経営できることを明らかにする長期財務計画書

十四　前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平二一規則三・平二一規則四七・平二八規則一〇・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の変更に係る事前協議)

第四条　条例第五条第一項の規定による産業廃棄物処理施設の変更に係る協議は、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物処理施設変更事前協議書(第二号様式)により

行わなければならない。

一　許可申請予定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二　産業廃棄物処理施設の設置の場所

三　産業廃棄物処理施設の種類

四　法第十五条第一項の許可年月日及び許可番号

五　変更の内容

六　変更の理由

2　前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一　変更後の産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書

二　維持管理に関する計画に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類

三　最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

四　最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあっては、処理工程の変更がある場合には、変更後の処理工程図

五　変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類

六　産業廃棄物処理施設を変更することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査項目を記載した書類

七　前条第二項第十三号に定める長期財務計画書に変更を生じる場合には、変更後の長期財務計画書

(平二八規則一〇・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の設置等に係る協議の内容の審査の基準)

第五条　条例第五条第三項の規定による審査は、次に掲げる基準により行うものとする。

一　産業廃棄物処理施設の設置等に関する計画及び維持管理に関する計画が、法第十五条の二第一項第一号及び第三号(法第十五条の二の六第二項で準用する場合を

含む。)に定める基準に適合していること。

二　産業廃棄物処理施設の設置等に関する計画及び維持管理に関する計画が、当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び法第十五条の二第一項

第二号(法第十五条の二の六第二項で準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

三　法第五条の五第一項の規定による大分県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「大分県廃棄物処理計画」という。)に定める

産業廃棄物処理施設の整備方針に適合するものであること。

(平二三規則一三・平二八規則一〇・一部改正)

(産業廃棄物処理施設等の設置等に関する説明会)

第六条　条例第六条第二項(条例第九条第二項及び条例第十条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による説明会開催計画書の提出は、説明会開催

計画書(第三号様式)により行わなければならない。

2　条例第六条第二項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　許可申請予定者(許可対象外施設を設置しようとする者及び産業廃棄物処理施設等を譲り受け、又は借り受けようとする者を含む。以下この条において同じ。)

の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二　説明会の対象地域及び関係住民の人数

三　産業廃棄物処理施設等の種類

四　産業廃棄物処理施設等において処理する産業廃棄物の種類

五　関係住民への周知方法

六　その他必要な事項

3　条例第六条第四項(条例第九条第二項及び条例第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による周知は、関係住民への書面の配付その他知事が適当と認め

る方法により行わなければならない。

4　条例第六条第五項(条例第九条第二項及び条例第十条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告は、説明会実施報告書(第四号様式)により

行わなければならない。



5　条例第六条第五項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　許可申請予定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二　開催日時及び開催場所

三　参加人数

四　その他参考となる事項

6　条例第六条第六項の意見書及び同条第七項の意見書(条例第九条第二項及び条例第十条第二項において準用する場合を含む。)には、次の事項を記載するものとす

る。

一　許可申請予定者の氏名又は名称及び住所

二　産業廃棄物処理施設の設置等の場所

三　意見の概要

四　その他必要な事項

(生活環境の保全に関する協定の締結)

第七条　条例第八条第一項第四号(条例第九条第二項及び条例第十条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　最終処分場にあっては、跡地の有効利用に関する事項

二　周辺環境整備に関する事項

三　生活環境の保全に関する事項

四　その他必要な事項

(許可対象外施設の設置に係る事前協議)

第八条　条例第九条第一項の規定による許可対象外施設の設置に係る協議は、第三条第一項に定める産業廃棄物処理施設等設置事前協議書(第一号様式)により行わな

ければならない。

2　前項の協議書には、第三条第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、同項第六号、第七号及び第十二号に掲げる書類は省略することが

できる。

(平二三規則一三・一部改正)

(許可対象外施設の設置に係る事前協議の内容の審査の基準)

第九条　条例第九条第二項の規定により準用する条例第五条第三項の規定による許可対象外施設の設置に係る事前協議の内容の審査は、次に掲げる基準により行うも

のとする。

一　許可対象外施設の位置、構造等の設置に関する計画が、法第十二条第一項の産業廃棄物処理基準又は法第十二条の二第一項の特別管理産業廃棄物処理基準に適

合していること。

二　許可対象外施設の維持管理に関する計画が、当該許可対象外施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。

(産業廃棄物処理施設等の譲受け等に係る事前協議)

第十条　条例第十条第一項の規定による産業廃棄物処理施設等の譲受け等に係る協議は、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物処理施設等譲受け等事前協議書(第五号

様式)により行わなければならない。

一　産業廃棄物処理施設等を譲り受け、若しくは借り受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二　産業廃棄物処理施設等の譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三　産業廃棄物処理施設等の設置の場所

四　産業廃棄物処理施設等の種類

五　産業廃棄物処理施設である場合にあっては、法第十五条第一項の許可年月日及び許可番号

2　前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一　産業廃棄物処理施設等の維持管理に関する技術的能力を説明する書類

二　産業廃棄物処理施設等の維持管理に要する資金の総額並びにその資金の調達方法を記載した書類

三　産業廃棄物処理施設等を譲り受け、又は借り受けようとする者(以下この項において「協議者」という。)が法人である場合には、直前三年の各事業年度におけ

る貸借対照表及び損益計算書

四　協議者が個人である場合には、資産に関する調書

五　協議者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

六　協議者が個人である場合には、住民票の写し。ただし、当該協議者が県内の市町村の住民基本台帳に記録されている場合は、当該住民票の写しの添付を省略す

ることができる。

七　協議者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し

八　産業廃棄物処理施設等の敷地の使用権原を証する書類

九　最終処分場にあっては、譲受けから埋立処分終了までの間の県外からの産業廃棄物の受入量及び県内からの産業廃棄物の受入量の予定を記載した書類並びにそ

の予定により安定的に経営できることを明らかにする長期財務計画書

十　前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平二一規則三・平二八規則一〇・一部改正)

(産業廃棄物処理施設等の譲受け等に係る協議の内容の審査の基準)

第十一条　条例第十条第一項の規定により準用する条例第五条第三項の規定による産業廃棄物処理施設等の譲受け等に係る協議の内容の審査は、次に掲げる基準によ

り行うものとする。

一　産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする場合にあっては、当該施設が、第五条各号に定める基準に適合していること。

二　許可対象外施設を譲り受け、又は借り受けようとする場合にあっては、第九条各号に定める基準に適合していること。

三　大分県廃棄物処理計画に定める産業廃棄物処理施設の整備方針に適合するものであること。

(平二八規則一〇・一部改正)

(県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議)

第十二条　条例第十二条第一項の規定による県外産業廃棄物の搬入に係る協議は、県の事業年度ごとに県外産業廃棄物を県内で処分するために搬入しようとする日の

三十日前までに、次に掲げる事項を記載した県外産業廃棄物搬入事前協議書(第六号様式)により行わなければならない。

一　県外排出事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二　県外産業廃棄物を排出する事業場の名称及び所在地

三　県外産業廃棄物の搬入先の産業廃棄物処理施設等の名称及び所在地

四　搬入しようとする県外産業廃棄物の種類、数量、性状及び処分方法

五　県外産業廃棄物の搬入期間

六　県外産業廃棄物の搬入の理由

七　県外産業廃棄物の発生工程

八　県外産業廃棄物の搬入方法及び搬入経路並びに搬入時間

九　県外産業廃棄物の収集、運搬又は保管を委託する場合にあっては、当該収集、運搬又は保管を受託した産業廃棄物処理業者の氏名又は名称及び住所並びに法人

にあっては、その代表者の氏名

2　前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一　当該県外産業廃棄物を排出する事業場の業務及び県外産業廃棄物の発生工程の概要を記載した書類

二　当該県外産業廃棄物の搬入経路を明らかにした図面

三　特別管理産業廃棄物を搬入する場合にあっては、その分析結果等当該特別管理産業廃棄物の性状を明らかにする書類

四　安定型最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第七条第十四号ロに規定する安定型産業廃棄物

の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)をいう。)に搬入する場合であって、県外産業廃棄物の発生工程等により安定型産業廃棄物(令第六条第一項

第三号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。)以外の廃棄物が付着し、又は混入するおそれがあるときには、その防止措置が講じられたことを証する書類

五　県外産業廃棄物の処分を委託する場合にあっては、当該処分を受託した産業廃棄物処理業者の産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業に係る許可証の

写し

六　前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類



3　条例第十二条第一項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする(第一号及び第二号にあっては、実際の一年間の搬入量がそれぞれ当該各号に定める数

値を超えることとなる場合を除く。)。

一　一年間の搬入予定量が十トン未満(特別管理産業廃棄物にあっては、〇・五トン未満)で、搬入後その実績を知事に報告する場合(次号に掲げる場合を除く。)

二　令第六条の十一第二号に掲げる者又は法第十四条第六項の許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として知事が認めるもの(次号において

「優良認定業者」という。)にがれき類(令第二条第九号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)をいう。)の破砕処理を委託する場合であって、一

年間の搬入予定量が千トン未満で、搬入後その実績を知事に報告する場合

三　優良認定業者が設置した産業廃棄物処理施設等のうち、搬入された県外産業廃棄物の減量又は再生に関し優れた能力及び実績を有するものとして知事が認める

ものに搬入する場合であって、あらかじめその内容を知事に届け出、かつ、搬入後その実績を知事に報告する場合

四　天災その他特別の事情により緊急を要する場合で、搬入後その実績を知事に報告する場合

五　第一項第一号、第二号又は第九号(積替え又は保管を委託する場合を除く。)に掲げる事項を変更する場合

(平二一規則四七・平二八規則一〇・令三規則二・一部改正)

(県外産業廃棄物の搬入に係る協議の内容の審査の基準等)

第十三条　条例第十二条第二項の規定による県外産業廃棄物の搬入に係る協議の内容の審査は、次に掲げる基準により行うものとする。

一　県外産業廃棄物の種類及び数量が、搬入先の産業廃棄物処理施設等に適用される法第十二条第一項の産業廃棄物処理基準又は法第十二条の二第一項の特別管理

産業廃棄物処理基準に適合していること。

二　県外産業廃棄物の数量及び性状が、搬入先の産業廃棄物処理施設等の維持管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

三　県外産業廃棄物の搬入経路及びその周辺地域並びに県外産業廃棄物の搬入先の産業廃棄物処理施設等の周辺地域の生活環境に支障を及ぼさないこと。

四　県外産業廃棄物の積替え又は保管を行う場所の経由等に伴い排出事業者を特定できなくなるおそれがないこと。

五　協議の際現に条例第十二条第一項の規定により成立した協議に基づき県外産業廃棄物を搬入している場合において、当該協議に違反している事実が確認された

ときは、当該違反が是正されていること。

2　知事は、大分市の区域に設置されている産業廃棄物処理施設等への県外産業廃棄物の搬入に係る協議の内容の審査に当たっては、あらかじめ、大分市長の意見を聴

くものとする。

(平二一規則四七・一部改正)

(県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議の内容の変更)

第十四条　条例第十二条第一項の規定による協議の内容の変更に係る協議は、変更しようとする日の三十日前までに、県外産業廃棄物搬入変更協議書(第七号様式)に

より、第十二条第二項各号に掲げる書類のうち当該協議の内容の変更に係るものを添付して、行わなければならない。

2　条例第十二条第一項の規定による協議が成立した県外排出事業者は、第十二条第一項第一号、第二号又は第九号(積替え又は保管を委託する場合を除く。)に掲げる

事項を変更したときは、遅滞なく、県外産業廃棄物搬入変更届出書(第七号様式の二)により、知事に届け出なければならない。

(平二一規則四七・令三規則二・一部改正)

(事前協議の内容の変更に係る協議の内容の審査の基準等)

第十五条　条例第十二条第一項の規定による協議の内容の変更に係る協議の内容の審査の基準等については、第十三条の規定を準用する。

(県外産業廃棄物の搬入に係る協議結果等の通知)

第十六条　条例第十二条第三項の規定による県外排出事業者及び関係市町村長への審査結果の通知は、県外産業廃棄物搬入協議結果通知書(第八号様式)により行うも

のとする。

(県外産業廃棄物の搬入に係る協定の締結)

第十七条　条例第十三条第一項の規定による県外産業廃棄物の搬入に係る協定の締結は、県外産業廃棄物搬入協定書(第九号様式)により行うものとする。ただし、環

境保全協力金の納入が発生しない場合は、県外産業廃棄物搬入協定書(第九号様式の二)により行うものとする。

2　条例第十三条第一項の環境保全協力金の額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に定める額を目安とする。

最終処分を行うための搬入 搬入量一トンにつき　五〇〇円

中間処理を行うための搬入 搬入量一トンにつき
減量リサイクル率八〇％以上

〇円
減量リサイクル率五〇％以上八〇％未満

一〇〇円
減量リサイクル率二〇％以上五〇％未満

二五〇円
減量リサイクル率二〇％未満

五〇〇円

備考
一　この表において「最終処分」とは、県外産業廃棄物を埋立処分することをいう。
二　この表において「中間処理」とは、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程の中途において県外産業廃棄物を処分することをいう。
三　この表において「減量リサイクル率」とは、次の式により算定した数値をいう。

A＝(B－C)÷B×一〇〇
この式において、A、B及びCは、それぞれ次の値を表すものとする。
A　減量リサイクル率
B　産業廃棄物処理施設等に搬入された県外産業廃棄物の重量
C　搬入された県外産業廃棄物を中間処理した後の不要物の重量

(令三規則二・一部改正)

(県外産業廃棄物の搬入に係る報告)

第十八条　条例第十五条の規定による県外産業廃棄物の搬入に係る報告は、四月から九月までの間における搬入にあっては十月末までに、十月から翌年三月までの間

における搬入にあっては四月末までに、次に掲げる事項を記載した県外産業廃棄物搬入実績報告書(第十号様式)により行わなければならない。

一　県外排出事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二　県外産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地

三　条例第十二条第三項の規定による適合通知書の日付及び文書番号

四　県外産業廃棄物の搬入先の産業廃棄物処理施設等の名称及び所在地

五　搬入した県外産業廃棄物の種類、数量及び処分方法

六　最終処分場に県外産業廃棄物を搬入した場合において、当該県外産業廃棄物を排出した事業者が中間処理業者であるときは、当該中間処理業者に当該県外産業

廃棄物の処分を委託した排出事業者の名称、所在地及び業種並びに当該中間処理業者が処分の委託を受けた県外産業廃棄物の種類

七　県外産業廃棄物の搬入期間

(平二一規則四七・一部改正)

(協議等の状況の公表の方法等)

第十九条　条例第十六条の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

一　県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議の件数並びに当該協議に係る産業廃棄物の種類及び数量

二　県外産業廃棄物の搬入に係る協定の締結件数

三　県外産業廃棄物の搬入に係る報告件数並びに当該報告に係る産業廃棄物の種類及び数量

2　前項の公表は、大分県庁ホームページに掲載する方法により行うものとする。

(産業廃棄物の保管の届出)

第二十条　条例第二十条第一項の規定による産業廃棄物の保管の届出は、保管しようとする日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物保管届出書(第十

一号様式)により行わなければならない。

一　事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二　保管場所の所在地及び面積

三　保管場所を所有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

四　保管しようとする産業廃棄物の種類及び数量

五　保管の開始予定年月日及び終了予定年月日

六　産業廃棄物の保管方法

七　産業廃棄物の処理計画



2　前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一　当該産業廃棄物の保管場所の付近の見取図

二　当該産業廃棄物の保管の用に供する施設の構造を明らかにした平面図、断面図及び構造図

三　当該産業廃棄物の保管場所及び前号に規定する施設の使用権原を証する書類

四　前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(保管の届出の適用除外)

第二十一条　条例第二十条第一項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一　面積二百平方メートル未満の土地で保管する場合

二　法第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定による届出をする場合

三　天災その他特別の事情により必要な措置として、応急的に保管する場合

(平二三規則一三・一部改正)

(保管の変更及び廃止の届出)

第二十二条　条例第二十条第二項の規定による保管の変更の届出は、産業廃棄物保管変更届出書(第十二号様式)により、保管の廃止の届出は、産業廃棄物保管廃止届

出書(第十三号様式)により行わなければならない。

(処理試験の届出)

第二十三条　条例第二十一条第一項の規定による処理試験の届出は、処理試験を実施しようとする日(施設の設置が必要な場合にあっては、その設置工事の着手予定

日)の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した処理試験実施届出書(第十四号様式)により行わなければならない。

一　処理試験を実施しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二　処理試験の目的

三　処理試験の場所

四　処理試験の用に供する産業廃棄物の種類及び数量

五　処理試験の開始予定年月日及び終了予定年月日

六　試験材料の調達方法、搬入経路及び搬入方法

七　処理試験の方法の概要

八　処理試験の場所の周辺地域の生活環境に及ぼす影響及びその対策

九　処理試験終了後の措置

十　その他必要な事項

(処理試験の実施に係る届出の内容の審査の基準)

第二十四条　条例第二十一条第二項の規定による処理試験の実施の届出の内容に係る審査は、次に掲げる基準により行うものとする。

一　処理試験に用いる施設が、法第十五条の二第一項第一号に定める技術上の基準に適合すること。

二　処理試験に用いる施設の維持管理に関する計画が、法第十五条の二の三に規定する環境省令で定める技術上の基準に適合すること。

三　処理試験の内容が、処理試験の場所の周辺地域の生活環境に支障を及ぼさないこと。

(平二三規則一三・一部改正)

(大分県産業廃棄物審査会)

第二十五条　大分県産業廃棄物審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次の各号に掲げる分野における学識経験者のうちから、知事が委嘱する。

一　経済

二　土木

三　法律

四　廃棄物の処理

五　大気汚染

六　水質汚濁

七　騒音・振動・悪臭

2　審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

3　会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4　会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

5　審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

6　審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

7　審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第二十六条　審査会の庶務は、生活環境部において処理する。

(立入検査等)

第二十七条　条例第二十四条第一項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

一　許可申請予定者

二　事業活動に伴い生じた産業廃棄物を、当該産業廃棄物の生じた場所以外の場所(県内に限る。)において自ら保管しようとする事業者又はこの条例の施行の際現

に保管している事業者

三　処理試験を実施しようとする者又はこの条例の施行の際現に処理試験を実施している者

(身分証明書)

第二十八条　条例第二十四条第二項の身分を示す証明書は、第十五号様式とする。

(勧告の公表の方法等)

第二十九条　条例第二十五条第一項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

一　勧告に従わない者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二　勧告の内容

2　前項の公表は、大分県庁ホームページへの掲載その他知事が必要と認める方法で行うものとする。

(意見の陳述)

第三十条　条例第二十五条第二項の規定による意見の陳述(以下「意見陳述」という。)は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意

見書」という。)を提出して行うものとする。

2　知事は、意見書の提出期限(口頭で意見陳述をすることを認めた場合には、その日時)までに相当の期間をおいて、意見陳述の機会が付与されるべき者に対し、次の

事項を書面により通知するものとする。

一　公表しようとする事実の内容及びその理由

二　意見書の提出先及び提出期限(口頭で意見陳述をすることを認めた場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(過料)

第三十一条　知事は、条例第二十八条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分の名あて人となるべき者(以下「名あて人」という。)に対し、告知・

弁明書(第十六号様式)をあらかじめ交付し、弁明の機会を付与するものとする。

2　過料の処分は、名あて人に過料処分決定通知書(第十七号様式)を交付することにより行うものとする。

(委任)

第三十二条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

附　則

(施行期日)

1　この規則は、平成十七年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十二条から第十九条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(準備行為)

2　条例附則第二項に規定する県外産業廃棄物の搬入に係る協議その他の必要な行為は、施行日前においても、第十二条、第十四条、第十六条及び第十七条に規定する

様式により行うことができる。

附　則(平成二〇年規則第三七号)



この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成二一年規則第三号)抄

(施行期日)

1　この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附　則(平成二一年規則第四七号)

(施行期日)

1　この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　改正後の第十三条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に県外産業廃棄物搬入事前協議書を受理した協議について適用し、同日前に県外産業廃棄物搬入事前協

議書を受理した協議については、なお従前の例による。

附　則(平成二三年規則第一三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附　則(平成二八年規則第一〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則(令和元年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(令和三年規則第二号)

(施行期日)

1　この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(準備行為)

2　改正後の大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)による県外産業廃棄物の搬入に係る協議その他の必要な行為は、この規則

の施行の日前においても、新規則第十二条、第十四条、第十六条及び第十七条に規定する様式により行うことができる。

第1号様式(第3条・第8条関係)

(平20規則37・令3規則2・一部改正)





第2号様式(第4条関係)

(平20規則37・令3規則2・一部改正)

第3号様式(第6条関係)

(平20規則37・平28規則10・令3規則2・一部改正)



第4号様式(第6条関係)

(平20規則37・平28規則10・令3規則2・一部改正)



第5号様式(第10条関係)

(平20規則37・令3規則2・一部改正)



第6号様式(第12条関係)

(令3規則2・一部改正)





第7号様式(第14条関係)

(令3規則2・一部改正)

第7号様式の2(第14条関係)

(平21規則47・追加、令元規則17・令3規則2・一部改正)



第8号様式(第16条関係)

(令3規則2・全改)



第9号様式(第17条関係)

(平21規則47・全改、令3規則2・一部改正)



第9号様式の2(第17条関係)

(平21規則47・全改、令3規則2・一部改正)



第10号様式(第18条関係)

(令3規則2・全改)



第11号様式(第20条関係)

(平20規則37・令3規則2・一部改正)



第12号様式(第22条関係)

(平20規則37・令3規則2・一部改正)



第13号様式(第22条関係)

(平20規則37・令3規則2・一部改正)



第14号様式(第23条関係)

(平20規則37・令3規則2・一部改正)



第15号様式(第28条関係)

(令元規則17・一部改正)



第16号様式(第31条関係)



第17号様式(第31条関係)

(平28規則10・一部改正)




